
□5  計画の実現に向けて 
【１】計画の実現に向けて 
 
   この計画は、区民と行政が協働でつくりました。これからの計画の推進も区民の皆さ

んとともに進めていくことが大切です。そのために、計画の取組みや進ちょく状況を区

民の皆さんの参加を得て評価し、検討する仕組みを作ります。 

 

【２】計画の推進評価システム 
 

★ 評価・検討の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉推進会議（＊） 

計画推進委員会 

学識経験者 

町内各分野からの委員 

地区別計画推進母体 

各地区代表者 

＊地域福祉推進会議：地域福祉の推進に必要な福祉・保健・医療・介護等の関係機関による推進会議により、

福祉及び保健関係の各事業の評価を行い、福祉及び保健のネットワークの形成と高齢者や障がい者等の要援

護者をはじめ、すべての町民が安心して生活できる社会を目指します。 



【３】計画の推進体制 
 
★ 地域での取り組みの支援 

社会福祉協議会と連携して、地域の取組みを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４】計画見直しのスケジュール 
 

計画の期間は平成20年度から24年度までの５年間としますが、必要に応じて見直し

を行い、第２期計画に進みます。 

 

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 ･･･ 

          

策 

定 

第１期計画期間

推進・評価 

見直し・第２期計画へ 

地域における「新たな支え合い」の概念 

住 民 と 行 政 の 協 働 に よ る 新 し い 福 祉 

 

住民主体

活動の 

拠点 
 

（集会所、空

き店舗、空き

家等） 

 

地域福祉の 

コーディネーター

市町村 

自発的な福祉
活動による
「生活課題」
への対応 

※生活課題は従来

の「福祉」より広い

（防災・防犯・教育・

文化・まちづくり等）

（活動） 

〇身近な相談・見守り・声かけ 

〇簡易なボランティア活動 

〇グループ援助活動 

（担い手） 
住民相互 

ボランティア 

NPO・自治会 

青少年育成クラブ 

PTA・子ども会 

老人クラブ など

 

事業者

 

専門家 

福祉課題に対す

る制度サービスに

よる専門的な対応 

制度におけ

る事業者に

もなりうる 

早期発見 専門サービス

の橋渡し

情報の共有

地域福祉計画

自 助 地域の共助 公的な福祉サービス 


